
平成 31 年 4 月 4 日 

財 務 局 

 

「都庁おもいでピアノ」の利用開始について 

 

４月８日（月）都庁南展望室のリニューアルオープンに伴い、下記のとおり「都庁

おもいでピアノ」の利用を開始いたしますので、お知らせいたします。 

 

記 

 

○ 利 用 日 南展望室の開室日→リンク 

 

○ 利用時間 10：00～12：00 及び 14：00～16：00 

※ おひとり様 5分までとさせていただきます 

※ 予約は受け付けておりません 

 

○ ピアノの演奏にあたっては以下の事項を守り、大切にお使いください。 

・ 皆さまが気持ちよく演奏できるよう譲り合ってご利用ください。 

・ 屋根は危険ですので必ず閉めたまま演奏してください。 

・ 営利行為はご遠慮ください。 

・ 他の楽器類を持込んでの演奏、歌唱はご遠慮ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ ご利用状況により、運用方法を見直すこともあります。 

 

 

 

草間彌生監修 都庁おもいでピアノ 

【問い合わせ先】 

 財務局建築保全部庁舎管理課 庁舎運用担当 

直通 03-5388-2769  

http://www.yokoso.metro.tokyo.jp/tenbou/pdf/tenboukaishitsu.pdf

